
第

千

九

百

八

十

五

号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
漁
業
権
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等

(

水

産

課)

六
四
七
ペ
ー
ジ

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
一
部
変
更

(

同

)

六
四
九

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

六
五
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

六
五
一

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

六
五
二

正

誤

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証
中
訂
正

(
都
市
政
策
課)

六
五
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

漁
業
権
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

漁
業
種
類

第
一
種
区
画
漁
業
及
び
第
二
種
区
画
漁
業

二

公
示
番
号
、
漁
業
の
名
称
並
び
に
漁
場
の
位
置
及
び
区
域

別
表
の
と
お
り

三

漁
業
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

四

制
限
又
は
条
件

１

第
一
種
区
画
漁
業

水
質
汚
濁
の
防
止
に
留
意
す
る
こ
と
。

２

第
二
種
区
画
漁
業

一�
内
区
二
十
一
第
二
号
か
ら
内
区
二
十
一
第
十
号
ま
で

�
魚
止
め
施
設
は
、
常
時
完
備
し
て
お
く
こ
と
。

�
農
業
用
排
水
機
運
転
に
伴
う
水
位
変
動
に
よ
る
漁
業
被
害
に
つ
い
て
は
、
苦
情
を
申
し
立

て
な
い
こ
と
。

�
河
川
管
理
の
た
め
に
行
う
河
川
工
事
等
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。

二�
内
区
二
十
一
第
十
一
号
及
び
内
区
二
十
一
第
十
二
号
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�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日



内
区
二
十
一
第
三

号 内
区
二
十
一
第
二

号 公

示

番

号

内
区
二
十
一
第
一

号 公

示

番

号

こ
い
養
殖
業
、
ふ
な
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
、
ふ
な
養
殖
業

漁

業

の

名

称

に
じ
ま
す
小
割
り
式
養
殖
業
、
い

わ
な
小
割
り
式
養
殖
業
、
あ
ま
ご

小
割
り
式
養
殖
業
、
こ
い
小
割
り

式
養
殖
業
、
な
ま
ず
小
割
り
式
養

殖
業
、
あ
ゆ
小
割
り
式
養
殖
業
、

ち
ょ
う
ざ
め
小
割
り
式
養
殖
業

漁

業

の

名

称

養
老
郡
養
老
町
下
笠
除
内
四
八
九
六
、
四
八
九
七
、
四
八
九
八
、
四
八

九
九
、
四
九
〇
〇
、
四
九
〇
一
、
四
九
〇
二
、
四
九
〇
三
の
一
、
四
九
〇

四
、
四
九
〇
五
、
四
九
〇
六
、
四
九
一
〇
、
四
九
一
二
の
一
、
四
九
一
三
、

四
九
一
五
、
四
九
一
六
、
四
九
一
七
、
四
九
一
九
、
四
九
二
〇
及
び
五
〇

養
老
郡
養
老
町
下
笠
細
池
四
六
九
一
の
二
か
ら
な
る
池
沼

漁

場

の

位

置

及

び

区

域

基
点
第
四
十
三
号
と
基
点
第
四
十
四
号
と
を
結
ぶ
線
、
基
点
第
四
十
五

号
と
基
点
第
四
十
六
号
と
を
結
ぶ
線
及
び
基
点
第
四
十
七
号
と
基
点
第
四

十
八
号
と
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
下
小
鳥
ダ
ム
湖
の
水
面

基
点
第
四
十
三
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
岩
苔
二
三
四
二
の
九
関

西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
右
三
一
四

基
点
第
四
十
四
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
井
ノ
平
二
二
五
三
の
一

〇
関
西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
左
二
六
九

基
点
第
四
十
五
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
井
ノ
平
二
二
五
四
の
二

六
関
西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
左
三
〇
三

基
点
第
四
十
六
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
水
ヶ
平
一
六
四
四
の
八

関
西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
左
三
三
一

基
点
第
四
十
七
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
外
之
洞
二
二
九
〇
の
二

関
西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
左
三
六
〇

基
点
第
四
十
八
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
岩
苔
二
三
四
二
の
九
関

西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
右
三
二
七

漁

場

の

位

置

及

び

区

域

養
老
郡
養
老
町

養
老
郡
養
老
町

地

元

地

区

飛�
市
河
合
町

地

元

地

区

魚
止
め
施
設
は
、
常
時
完
備
し
て
お
く
こ
と
。

五

存
続
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

六

免
許
予
定
日

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日

別
表第

一
種
区
画
漁
業

第
二
種
区
画
漁
業

七

申
請
期
間

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

八

地
元
地
区

別
表
の
と
お
り
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内
区
二
十
一
第
十

二
号

内
区
二
十
一
第
十

一
号

内
区
二
十
一
第
十

号 内
区
二
十
一
第
九

号 内
区
二
十
一
第
八

号 内
区
二
十
一
第
七

号 内
区
二
十
一
第
六

号 内
区
二
十
一
第
五

号 内
区
二
十
一
第
四

号

に
じ
ま
す
養
殖
業
、
こ
い
養
殖
業

に
じ
ま
す
養
殖
業
、
あ
ま
ご
養
殖

業
、
こ
い
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
、
ふ
な
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
、
ふ
な
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
、
ふ
な
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
、
ふ
な
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
、
ふ
な
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
、
ふ
な
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
、
ふ
な
養
殖
業

郡
上
市
大
和
町
島
字
檜
地
内
の
西
根
川
の
十
四
号
堰
上
流
端
か
ら
上
流

十
九
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
水
面

基
線
第
三
十
四
号
と
基
線
第
三
十
五
号
で
囲
ま
れ
た
戸
谷
川
の
水
面

基
線
第
三
十
四
号

郡
上
市
美
並
町
大
字
白
山
字
井
堀
平
地
先
と
同
市

美
並
町
大
字
白
山
字
戸
谷
地
先
と
に
設
置
さ
れ
た
井

堀
た
め
池
え
ん
堤
の
下
流
端
の
線

基
線
第
三
十
五
号

郡
上
市
美
並
町
大
字
白
山
字
井
堀
平
と
同
市
美
並

町
大
字
白
山
字
戸
谷
と
に
架
か
る
井
堀
橋
の
上
流
端

の
線

海
津
市
南
濃
町
津
屋
株
木
一
〇
か
ら
な
る
池
沼

養
老
郡
養
老
町
大
巻
ワ
ノ
割
一
九
九
九
番
か
ら
な
る
池
沼

養
老
郡
養
老
町
有
尾
下
池
四
五
六
の
五
一
三
か
ら
な
る
池
沼

養
老
郡
養
老
町
田
鍋
弦
二
九
九
の
一
及
び
二
九
九
の
二
並
び
に
同
町
稲

川
五
五
九
の
一
、
五
五
九
の
二
、
五
七
六
の
一
、
五
七
六
の
二
、
五
七
九

の
一
及
び
五
七
九
の
二
か
ら
な
る
池
沼

養
老
郡
養
老
町
大
巻
カ
ノ
割
二
一
三
七
の
一
、
二
一
五
〇
及
び
二
一
五

二
並
び
に
同
町
下
吉
野
五
〇
三
二
か
ら
な
る
池
沼

養
老
郡
養
老
町
瑞
穂
大
代
一
一
九
一
並
び
に
同
町
志
津
一
二
四
一
、
一

二
四
二
及
び
一
二
四
五
か
ら
な
る
池
沼

養
老
郡
養
老
町
下
笠
除
内
五
四
六
五
、
五
四
六
七
、
五
四
六
八
の
一
、

五
四
六
八
の
二
及
び
五
四
八
五
の
一
か
ら
な
る
池
沼

二
四
か
ら
な
る
池
沼

海
津
市
漁
業

協
同
組
合

海
津
市
海
津

町
萱
野
二
〇

五
番
地
五

漁
業
権
者
の

名
称
及
び
住

所

内
共
第
二

号内
共
第
三

号 漁
業
権
の

免
許
番
号

郡
上
市
大
和
町

郡
上
市
美
並
町

海
津
市
南
濃
町

養
老
郡
養
老
町

養
老
郡
養
老
町

養
老
郡
養
老
町

養
老
郡
養
老
町

養
老
郡
養
老
町

養
老
郡
養
老
町

大
江
川
の
海
津
市
海
津
町
江
東
と
同
町

福
江
と
に
架
か
る
万
寿
橋
の
上
流
端
の

区

域

禁
止
期
間
の
変
更

変

更

の

内

容
二
月
一
日

か
ら
十
二

期

間

平
成
二
〇

・
九
・
一

〇 遊
漁
規
則

施
行
の
日

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五

種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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宮
川
漁
業
協

同
組
合

高
山
市
桐
生

町
五
丁
目
一

九
〇
番
地

和
良
川
漁
業

協
同
組
合

郡
上
市
和
良

町
沢
九
九
七

番
地
一

内
共
第
四

十
三
号

内
共
第
四

十
五
号

内
共
第
三

十
六
号

中
学
生
、
心
身
障
害
者

(

身
体
障
害
者
手
帳
二

級
以
上
又
は
療
育
手
帳

の
所
持
者)

、
七
十
五

区

分

二

減
免
対
象
者
の
現
場
加
算
料
の
額
の
変
更

雑
魚
あ
ゆ

魚

種

一

現
場
加
算
料
の
額
の
変
更

心
身
障
害
者(

身
体
障

害
者
手
帳
又
は
療
育
手

帳
の
所
持
者)

、
七
十

五
歳
以
上
の
者

区

分

二

減
免
対
象
者
の
現
場
加
算
料
の
額
の
変
更

あ
ゆ

魚

種

一

現
場
加
算
料
の
額
の
変
更

中
江
川
の
海
津
市
海
津
町
沼
新
田
割
符

地
内
の
シ
シ
池
上
流
か
ら
同
町
沼
新
田

割
符
地
内
の
シ
シ
池
下
流
ま
で

大
江
川
の
海
津
市
海
津
町
森
下
排
水
機

樋
門
か
ら
上
流
、
同
町
外
浜
宮
西
三
一

五
番
の
北
東
端
と
同
町
森
下
土
取
七
五

番
の
北
西
端
と
を
結
ぶ
線
ま
で

大
江
川
の
海
津
市
海
津
町
萱
野
東
通
二

一
八
番
の
一
の
南
東
端
と
同
町
内
記
一

の
割
一
二
番
の
一
の
南
西
端
と
に
架
か

る
二
軒
屋
橋
の
上
流
端
の
線
か
ら
上
流
、

同
町
高
須
前
並
五
八
八
番
の
北
東
端
と

同
町
馬
目
道
下
六
四
四
番
の
北
西
端
と

を
結
ぶ
線
ま
で

線
か
ら
上
流
、
同
町
江
東
四
の
割
三
六

八
番
の
北
東
端
と
同
町
福
江
上
組
三
三

番
の
北
西
端
と
を
結
ぶ
線
ま
で

雑
魚

あ
ゆ
魚
種

一
、
三
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

額

あ
ゆ
魚
種

二
、
〇
〇
〇
円

額一
、
三
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

額

二
、
〇
〇
〇
円

額 月
二
十
四

日
ま
で

平
成
二
一

・
一
・
一

平
成
二
一

・
一
・
一

歳
以
上
の
者

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
字
多
仁
三
五
三
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
片
野
町
五
丁
目
五
八
九
・
八
九
一(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、

五
九
〇
、
五
九
二
か
ら
五
九
九
ま
で
、
八
八
八
か
ら
八
九
〇
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

関
市
上
之
保
字
田
尻
ノ
洞
二
三
四
五
三
の
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
関
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

瑞
浪
市
土
岐
町
字
上
奥
名
三
九
九
九
、
四
〇
〇
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
瑞
浪
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類

古

川

清

見
線

路
線
名

飛�
市
古
川
町
高
野
字
朝
開
二
六

一
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
平
岩
字
蝮
八
五
二

番
一
地
先
ま
で

区

間�、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部

商
業
流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ー
ス
ト
ア
穂
積
店

瑞
穂
市
馬
場
春
雨
町
一
丁
目
三
二
番
地

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

(

変
更
前)

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ト
ア

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部

商
業
流
通
課
及
び
西
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

安
田
殖
産
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ー
ス
ト
ア
浅
草
店
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大
垣
市
浅
草
四
丁
目
六
五
番
地
二

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

(

変
更
前)
株
式
会
社
ユ
ー
ス
ト
ア

(

変
更
後)
ユ
ニ
ー
株
式
会
社

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部

商
業
流
通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
富
士
屋

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ー
ス
ト
ア
川
辺
店

加
茂
郡
川
辺
町
西
栃
井
字
東
小
島
三
七
一
番
地
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

(

変
更
前)

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ト
ア

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部

商
業
流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
洋
紡
績
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

タ
イ
ヨ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

岐
阜
市
柳
津
町
本
郷
四
丁
目
一
番
地
の
一

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(

変
更
前)

一
四
〇
五
台

(

変
更
後)

一
一
四
五
台

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)

十
一
箇
所

(
変
更
後)

七
箇
所

○
正

誤
(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
第
千
九
百
八
十
一
号

国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証
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六
三
二
頁
上
段
前
か
ら
十
一
行
目
、
同
段
前
か
ら
十
六
行
目
及
び
同
段
前
か
ら
十
八
行
目
中｢

樅
ヶ
原｣

は｢
樅
ヶ
平｣

の
誤
り
。
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平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
印
刷

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


